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カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
食
中
毒
に
注
意
！

　

県
内
で
は
例
年
、
春
か
ら
夏
に
か
け
て
カ

ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
と
い
う
細
菌
に
よ
る
食
中

毒
が
多
発
し
ま
す
。
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
は

肉
類
、
特
に
鶏
肉
や
牛
レ
バ
ー
に
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
調
理
や
食
事
の
際

に
は
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
食
中
毒
を
予

防
し
ま
し
ょ
う
。

・
肉
類
は
生
食
を
避
け
、
中
心
部
ま
で
十
分

に
加
熱
す
る
（
75
℃
、
１
分
以
上
）

・
生
肉
を
解
凍
す
る
と
き
は
、
生
肉
か
ら
の
ド

リ
ッ
プ
が
他
の
食
品
に
つ
か
な
い
よ
う
に
す
る

・
調
理
器
具
を
使
い
分
け
る（
肉
用・野
菜
用
な
ど
）

・
調
理
器
具
を
洗
浄
・
消
毒
し
、
十
分
に
乾

燥
さ
せ
る

・
焼
肉
を
す
る
際
は
、
生
肉
を
扱
う
箸
と
食

べ
る
箸
と
を
別
に
す
る

・
生
肉
を
取
り
扱
っ
た
後
は
、手
を
よ
く
洗
う

お
問
い
合
わ
せ　

佐
渡
保
健
所

　

☎
74
│
３
３
９
９

税

国
民
健
康
保
険
税
の
徴
収
方
法
が
変
わ
り
ま
す

　

平
成
20
年
４
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
の

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）
が
開
始

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
特
別
徴
収
の

対
象
者
は
、
次
の
１
〜
３
の
条
件
を
す
べ
て

満
た
す
方
で
す
。

１
．
世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て
お
り
、世
帯
の
国

保
加
入
者
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
場
合

２
．
国
保
世
帯
主
が
年
額
18
万
以
上
の
年
金

を
受
給
し
て
い
る
場
合

３
．
国
保
世
帯
主
の
介
護
保
険
料
と
国
保
税

の
合
算
額
が
年
金
受
給
額
の
２
分
の
１
を

超
え
な
い
場
合

お
問
い
合
わ
せ　

市
役
所　

税
務
課

　

（
市
民
税
係
）
☎
63
│
５
１
１
０

お

知

ら

せ

普
通
救
命
講
習

　

も
し
家
族
や
友
人
が
目
の
前
で
突
然
倒
れ

て
し
ま
っ
た
ら
、
あ
な
た
は
応
急
手
当
が
で
き

ま
す
か
？
そ
の
た
め
に
必
要
な
ち
ょっ
と
し
た

知
識
と
技
術
を
、
ぜ
ひ
覚
え
て
く
だ
さ
い
。

　

佐
渡
市
消
防
本
部
で
は
、
心
臓
・
呼
吸
が

止
ま
っ
た
と
き
に
行
う
心
肺
蘇
生
法
や
Ａ
Ｅ
Ｄ

と
い
う
機
械
を
使
っ
た
電
気
シ
ョッ
ク（
除
細
動
）

な
ど
に
つい
て
、
実
技
で
覚
え
て
い
た
だ
く
講
習

（
普
通
救
命
講
習
）
を
毎
月
行
っ
て
い
ま
す
。

４
月
の
講
習

　

４
月
27
日
㈰
午
後
１
時
か
ら

　

相
川
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

相
川
消
防
署
（
救
急
・
救
助
係
）

　

☎
74
│
３
１
２
４

佐
渡
市
国
民
保
護
協
議
会
委

員
を
募
集
し
ま
す

　
「
佐
渡
市
国
民
保
護
協
議
会
」
は
、
万
一

の
有
事
や
テ
ロ
な
ど
か
ら
市
民
の
生
命
、
財

産
な
ど
の
保
護
を
適
切
に
行
な
え
る
よ
う
、

国
民
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項
を

審
議
し
ま
す
。
協
議
会
で
の
審
議
に
、
皆
さ

ん
の
意
見
を
よ
り
多
く
反
映
さ
せ
る
た
め
、

委
員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
委
員　

１
名

応
募
資
格　

次
の
条
件
を
満
た
す
方

・
市
内
に
在
住
す
る
満
20
歳
以
上
（
平
成
20

年
４
月
１
日
現
在
）
の
方

・
本
市
の
職
員
お
よ
び
市
議
会
議
員
で
な
い
方

・
市
へ
納
付
す
る
税
、使
用
料
に
滞
納
が
な
い
方

応 

募
方
法　

応
募
用
紙
お
よ
び
小
論
文

（
テ
ー
マ
「
佐
渡
市
の
国
民
保
護
、
危
機

管
理
の
あ
り
方
」
８
０
０
字
以
内
）
を
持

参
ま
た
は
郵
送
に
よ
り
応
募
し
て
く
だ
さ

い
。
応
募
用
紙
は
市
役
所
防
災
管
財
課
お

よ
び
各
支
所
に
備
え
付
け
の
ほ
か
、
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。
※
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

応
募
締
切
り　

５
月
９
日
㈮
当
日
消
印
有
効

選 

考
方
法　

書
類
選
考　
※
応
募
者
多
数
の
場
合

は
、書
類
選
考
の
上
、面
接
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

委
員
の
任
期　

任
命
の
日
か
ら
２
年

委
員
会
日
程　

年
数
回

応 

募
・
お
問
い
合
わ
せ　

〒
９
５
２‐１
２
９
２

佐
渡
市
千
種
２
３
２　

佐
渡
市
役
所
防
災

管
財
課　

☎
63
│
５
１
３
５

野
生
鳥
獣
の
違
法
捕
獲
防
止
に
つ
い
て

　

平
成
20
年
２
月
９
日
に
阿
賀
野
市
の
瓢
湖
で

ト
ラ
バ
サ
ミ
に
よ
り
負
傷
し
た
ハ
ク
チ
ョ
ウ
が
保

護
さ
れ
ま
し
た
。ト
ラ
バ
サ
ミ
に
つ
い
て
は
、平
成

19
年
４
月
16
日
か
ら
禁
止
猟
具
に
指
定
さ
れ
、

狩
猟
で
の
使
用
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、鳥
獣
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
き
、狩
猟

期
間
中（
新
潟
県
で
は
毎
年
11
月
15
日
か
ら
翌

年
２
月
15
日
ま
で
）に
狩
猟
者
登
録
を
し
た
方

が
狩
猟
鳥
獣
を
捕
獲
す
る
場
合
、有
害
鳥
獣
の

駆
除
お
よ
び
学
術
研
究
等
の
目
的
で
都
道
府
県

知
事
ま
た
は
市
町
村
長
等
の
許
可
を
得
て
捕
獲

を
す
る
場
合
を
除
き
、原
則
と
し
て
野
生
鳥
獣

を
捕
獲
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

※ 

許
可
を
得
て
ト
ラ
バ
サ
ミ
を
使
用
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、緩
衝
材
付
き
の
も
の
を
使
用
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

狩
猟
、有
害
鳥
獣
捕
獲
等
を
実
施
す
る
際
は

関
係
法
令
を
順
守
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

お 

問
い
合
わ
せ

　

市
役
所　

　

ト
キ
共
生
・
環
境
課

　

☎
63
│
３
１
１
３

佐
渡
青
年
会
議
所

創
立
35
周
年　

記
念
講
演
会

「
ピ
ン
チ
は
チ
ャ
ン
ス
〜
輝
い
て
生
き
る
〜
」

日
時　

４
月
26
日
㈯
午
後
３
時
30
分
〜
５
時

会
場　

両
津
文
化
会
館

講 

師　

橋
本
京
子
さ
ん
（
管
理
美
容
師
・
産

業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）

　

 

産
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
し
て
、
社
会
人
の
心
の
悩
み

の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

入
場
料
無
料

お 

問
い
合
わ
せ　

佐
渡
青
年
会
議
所　

事
務

局　

☎
27
│
５
５
９
７


